
 宮崎県は、高速道路等の利用による輸送力の向上とともにモーダルシフトの推進を目的に、本

県の港湾を出発地とする国内定期航路(上り便)または本県の貨物駅を出発地とする貨物鉄道を利用
するため、指定の高速道路または一般有料道路を利用した際の利用料金を補助致します。 
 この補助金については、県ト協が補助金交付窓口事務を行うため、補助金交付要綱の制定及び詳
細な手続き案内等を作成しました。 
 申請予定の皆様におかれましては、県ト協ホームページからダウンロードできます。是非、補助
金の申請手続きをお願いします。 

予 算 額 １０，０００千円  

事業申請期間 
令和６年 ４月から ７月分 →（申請期限）令和６年 ９月２０日迄 
令和６年 ８月から１０月分 →      令和６年１１月１５日迄 
令和６年１１月から令和７年１月分   →  令和７年 ２月１５日迄 

補 助 対 象  

 
(１)県内営業所に配置された事業用車両（宮崎の緑ナンバーに限る） 
  ※貨物軽車両、霊柩車を除く。 
 
(２) 本県の港湾を出発地とする国内定期航路又は本県の貨物駅を出発地 
   とする貨物鉄道を利用するため、「下記指定の対象区間」に掲げる 
   高速道路または一般有料道路を利用した車両。 
 
  【指定対象区間】 宮崎自動車道・東九州自動車道・九州自動車道 
           一ツ葉有料道路・延岡南道路 

補 助 額 
  補助対象経費の１／２（千円未満の端数切り捨て）以内とする。 

  ただし、県外のＩＣを出発地とする場合における補助対象経費は、 

  １回１２，０００円を上限とする。利用回数に上限は設けない。 

    令和６年度 高速道路等利用料助成事業 補助事業 ご案内！   

事業概要     ※事業概要詳細は協会ホームページ掲載の交付要綱をご確認ください。      

申請書類等 

ＴＥＬ：０９８５－５３－６７６７    
ＦＡＸ：０９８５－５３－２２８５ 

①交付申請書兼請求書（別記様式第１号） 

②納税証明書（県税に未納がないことの証明） 

③特別徴収実施確認・開始誓約書（別記様式第２号） 

④補助対象車両一覧表（別記様式第３号） 

⑤高速道路または一般有料道路の利用状況が確認できる書類 ※利用の有無に応じて提出 

⑥国内定期航路または貨物鉄道の利用状況が確認できる書類  

⑦振込口座が分かるものの写し（例:通帳の写し、キャッシュカードの写し） 

⑧誓約書（別記様式第４号）及び領収書(回数券購入時)   ※申請方法に応じて提出 

  ※一ツ葉有料道路を回数券利用で通行している場合のみ提出（別記様式第４号） 

問い合わせ先 


